
株式分割のための基準日設定公告 

 

平成 20 年 11 月 21 日 

 

株主の皆様へ 

 

 

横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号 

コカ･コーラ セントラル ジャパン株式会社 

代表取締役社長  髙 橋 顕 三 

 

 

 当社は、平成 21 年１月３日を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株主（同日の最終の端株原簿に記載または記録された端株主を

含む。）をもって、その所有する株式１株を 500 株とする株式分割により株式の割当てを

受ける株主と定めましたので、公告いたします。 

 

以 上 

 

                                          

 

株主名簿管理人  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

 

 

 


